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税務情報 

国税庁 － NFTに関する税務上の取扱い（FAQ）の公表 

国税庁は 1 月 13 日、NFT（*）に関する税務上の一般的な取扱いについて質疑応
答形式で取りまとめた FAQ を公表しました。 

（*） NFT（Non-Fungible Token）とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータ
に唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機
能をもつ非代替性トークンをいいます。 

 NFTに関する税務上の取扱いについて（情報)（PDF 832KB） 

この FAQ は、以下のように区分された全 15 問から構成されています。 

【所得税・法人税関係（問 1～問 8）】 

たとえば、「問 1 NFT を組成して第三者に譲渡した場合（一次流通）」では、
雑所得（又は事業所得）として所得税の課税対象となる事例が、「問 4 購入し
た NFT を第三者に転売した場合（二次流通）」では、譲渡所得として所得税の
課税対象となる事例が、課税所得の金額の計算方法を示して解説されているほ
か、参考として法人税の取扱いも示されています。 

【相続税・贈与税関係（問 9）】 

「問 9 NFT を贈与又は相続により取得した場合」では、NFT を贈与又は相続
により取得した場合における贈与税及び相続税の課税関係が解説されています。 

【源泉所得税関係（問 10）】 

「問 10 NFT 取引に係る源泉所得税の取扱い」では、購入した NFT に紐づく
デジタルアートの使用料（著作権の使用料）に関する所得税の源泉徴収義務の
有無が、事例を通じて解説されています。 

【消費税関係（問 11～12）】 

たとえば、「問 11 NFT 取引に係る消費税の取扱い①（デジタルアートの制作
者）」では、消費税法上、電気通信利用役務の提供として消費税が課される事例
が解説されています。 
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【財産債務調書・国外財産調書関係（問 13～15）】 

たとえば、「問 13 財産債務調書への記載の要否」では、保有している NFT が
12 月 31 日において暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるもの
である場合には、財産債務調書への記載が必要になる旨が解説されています。
また、「問 15 国外財産調書への記載の要否」では、国外のマーケットプレイス
で購入した NFT は国外財産調書への記載の対象とならない旨が解説されてい
ます。
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